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議案第２７号 令和４年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について １ 

議案第２８号 令和４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
について 
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いて 
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議案第３２号 令和４年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定
について 

６ 

議案第３３号 宮代町犯罪被害者等支援条例について ７ 

議案第３４号 宮代町手話言語条例について １１ 

議案第３５号 宮代町税条例の一部を改正する条例について １４ 

議案第３６号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正

する条例について 

１８ 

議案第３７号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す
る条例の一部を改正する条例について 

２２ 

議案第３８号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基
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２４ 
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２６ 
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議案第４１号 副町長の選任につき同意を求めることについて ３５ 

議案第４２号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３６ 

議案第４３号 令和５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）について ３７ 

   



議案番号 件      名      等 頁 

   

議案第４４号 令和５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に
ついて 

３８ 

議案第４５号 令和５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい
て 

３９ 

議案第４６号 令和５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について 

４０ 

議案第４７号 令和５年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について ４１ 
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１ 

議案第２７号 

 

   令和４年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和４年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付

する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計１３３億３，８９７万２，００７円、

歳出合計１２４億７，９５２万７５２円とすることについて、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



２ 

議案第２８号 

 

   令和４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３３億４，１０８万

４，４１３円、歳出合計３３億３，２３３万８，４９１円とすることについて、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３ 

議案第２９号 

 

   令和４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて

認定に付する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３２億２，２７１万

２，０９１円、歳出合計３０億７，７０１万４，４７０円とすることについて、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



４ 

議案第３０号 

 

   令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計６億５６０万

３１０円、歳出合計５億９，７２４万２６１円とすることについて、地方自治法第２

３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



５ 

議案第３１号 

 

   令和４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和４年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金２億１，３６４万

３，９２８円のうち、１億６，８４９万２，０００円を資本金に、４，５１５万

１，９２８円を建設改良積立金に積み立てるとともに、令和４年度宮代町水道事業

会計決算を収益的収入７億８，９７８万８，８２７円（税抜き）、収益的支出７億

４，４６３万６，８９９円（税抜き）、資本的収入１億８，１７８万８，７７６円（税

込み）、資本的支出７億８，２６６万９，００９円（税込み）とすることについて、

地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提出する

ものである。 



６ 

議案第３２号 

 

   令和４年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和４年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年度宮代町下水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金８，２４３万

９，７６４円のうち、３，３６８万５，６６８円を資本金に、４，８７５万４，０９６円

を減債積立金に積み立てるとともに、令和４年度宮代町下水道事業会計決算を収益的

収入１０億６，８８３万８，２７３円（税抜き）、収益的支出１０億２，００８万

４，１７７円（税抜き）、資本的収入３億９，９５４万７，７００円（税込み）、資

本的支出５億１，５２０万４，１２２円（税込み）とすることについて、地方公営企

業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提出するものである。 

 



７ 

議案第３３号 

 

   宮代町犯罪被害者等支援条例について 

 

 宮代町犯罪被害者等支援条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 犯罪被害者等基本法に基づき、新たに宮代町犯罪被害者等支援条例を制定したいの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



８ 

   宮代町犯罪被害者等支援条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることに

より、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた

被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会

の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

（２）犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内にお

いて行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑法（明治４０年

法律第４５号）第３７条第１項本文、第３９条第１項又は第４１条の規定によ

り罰せられない行為を含むものとし、同法第３５条又は第３６条第１項の規定

により罰せられない行為及び過失による行為を除く。）をいう。 

（３）犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

（４）二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報

道機関（報道を業として行う個人を含む。）による過度な取材等により、犯罪

被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害を

いう。 

（５）関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者

等の支援に関する活動を行う民間の団体をいう。 

（６）町民 町内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいう。 

（７）事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる基本理念のもとに、推進されなければ

ならない。 

（１）犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるよ

うになるまでの間、被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状

況その他の事情に応じ、適切に途切れなく行うこと。 

（２）犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさ

せることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適

切な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと。 

 （町の責務） 

第４条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分

担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。 



９ 

２ 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るも

のとする。 

 （町民の責務） 

第５条 町民は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被

害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町又は関係機関等が実施

する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努め

るものとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的

被害を生じさせることがないよう十分配慮するとともに、町又は関係機関等が実

施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努

めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与す

ることができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努

めるものとする。 

 （相談及び情報の提供等） 

第７条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよ

うにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものと

する。 

２ 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための

窓口を設置するものとする。 

 （見舞金の支給） 

第８条 町は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる見舞金を、それぞれ

当該各号に定める者に対し支給するものとする。 

（１）遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族 

（２）傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者 

 （安全の確保） 

第９条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、そ

の安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その

他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （人材の育成） 

第１０条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言

その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措

置を講ずるものとする。 

 （民間支援団体への支援） 

第１１条 町は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間団体に対し、その活

動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 



１０ 

 （町民及び事業者の理解の増進） 

第１２条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性

及び必要性について町民及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等への支援に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第８条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪行為により死亡した

者の遺族又は傷害を受けた者について適用する。 

 



１１ 

議案第３４号 

 

   宮代町手話言語条例について 

 

 宮代町手話言語条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 手話が言語であるということを全ての町民が理解し、手話を使って安心して暮らす

ことができる環境を整え、ともに支え合う地域社会を実現することを目指すため、新

たに宮代町手話言語条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、この案を提出するものである。 

 



１２ 

   宮代町手話言語条例 

 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。手話を必

要とする人は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解

し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手

話を大切に育んできました。 

 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話

を使用することができる環境が十分に整えられてこなかったことなどから、手話

を必要とする人は、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることが容

易にできず、多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。 

 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言

語として明記されました。 

 これを受け、宮代町は、手話が言語であるということを全ての町民が理解し、

手話を使って安心して暮らすことができる環境を整え、ともに支え合う地域社会

を実現することを目指すため、この条例を制定します。 

 （目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進

及び手話の普及に関し基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割

を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、と

もに支え合う地域社会を実現することを目的とします。 

 （定義） 

第２条 この条例において「手話を必要とする人」とは、聴覚障がいや様々な障

がいにより手話を重要な意思疎通の手段として日常生活を送る者をいいます。 

 （基本理念） 

第３条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識の下

に実施するものとし、町民が手話により意思疎通を行う権利を有することを尊

重することを基本とします。 

 （町の責務） 

第４条 町は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、手話への理解の促進及び手話の普及に努め、手話を必要とする人が手話を

使いやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとします。 

 （町民の役割） 

第５条 町民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、町の施策に協力する

よう努めるものとします。 

 （事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を必要とする

人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとし

ます。 

 （施策の推進方針） 
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第７条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推

進方針」という。)を策定するものとします。 

（１）手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策 

（２）手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境の整備に関する施策 

（３）手話による意思疎通の支援に関する施策 

（４）その他町長が必要と認める施策 

２ 町は、町の施策や別に定める障がい者に関する計画との調和を保ちながら前

項の推進方針を策定するものとします。 

３ 町は、推進方針の策定及び見直し並びに施策の実施状況の点検のため、手話

を必要とする人その他関係者との協議の場を設けるものとします。 

 （財政措置） 

第８条 町は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとします。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行します。 
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議案第３５号 

 

   宮代町税条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例の一部を

改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。 
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   宮代町税条例の一部を改正する条例 

 宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項の」を「の前項の」に、「若しくは町民税に充当し」を「、個人の町民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは

納入する」に改める。 

 第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において

当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給

与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定によ

る申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定める

ところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項

に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書を提出することができる。 

 第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を「に

より」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の町民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて

賦課し、及び徴収する。 

 第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合計額」を「及び森林環境税額の合算

額」に、「によって」を「により」に改める。 

 第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「の合計額」を「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５

項において同じ。）の合算額」に改め、同条第２項中「においては」を「には」に、

「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を

「により」に改める。 

 第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によって」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、

同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村

徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを

委託したものとみなす」に改める。 
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 第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収することが」に、

「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴

収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５において同じ。）」を加

え、「によって徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によって徴収する」

を「により徴収する」に改め、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」

に改める。 

 第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入

することを委託したものとみなす」に改める。 

 第８２条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「三輪のもの」の次に「及

び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の

６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

 附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に、同条第１６項中「３分

の２」を「４分の３」に改める。 

 附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００

分の３５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１）第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条

に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の２及

び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２第４項の改正規定及び附則

第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（この

条例による改正後の宮代町税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２

第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

（２）第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例の規定中個人の町民

税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の町民税について適用し、令

和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける

べき宮代町税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において

「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書につ
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いては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性

能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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議案第３６号 

 

   特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の見直しをするため、特別職職員の報酬及

び費用弁償に関する条例等の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、この案を提出するものである。 
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   特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例 

 （特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を次のように改める。 

  （費用弁償） 

 第５条 特別職職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償

として宮代町職員等の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）の

規定により６級の職務にある者に支給する旅費の額に相当する額を一般職の職

員の旅費支給の例により支給する。 

 ２ 前項に規定するもののほか、特別職職員（別表の費用弁償の欄に額の定めが

あるものに限る。）が公務に従事したときは、当該費用弁償の欄に定める額を

支給する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条、第５条関係） 

  １ 執行機関の委員 

区 分 報酬額 

教育委員会 教育長代理 年額 168,000円 

 委員 年額 156,000円 

農業委員会 会長 年額 192,000円 

 委員 年額 156,000円 

選挙管理委員会 委員長 年額 108,000円 

 委員 年額  84,000円 

監査委員 識見者 年額 192,000円 

 議会選出 年額 108,000円 

固定資産評価審査委員会 委員長 日額  6,000円 

委員 日額  5,400円 

公平委員会 委員長 日額  6,000円 

 委員 日額  5,400円 

  ２ 附属機関の委員 

区 分 報酬額 

介護認定審査会の委員 日額 15,000円 

介護給付費等の支給に関する審査会の委員 日額 15,000円 

いじめ問題調査委員会の委員 委員長 年額 22,000円 

委員 年額 20,000円 

いじめ問題再調査委員会の委員 委員長 年額 22,000円 

委員 年額 20,000円 
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上記以外の附属機関の委員 学識経験者 

 

日額 10,000 円(会議

等に要した時間が３時

間を超える場合は、

15,000円) 

 その他 日額 3,000円（会議

等に要した時間が３

時間を超える場合は、

4,000円） 

   備考 

   １ 附属機関の委員とは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づくも

のをいう。 

   ２ 上記以外の附属機関の委員で、会長又は委員長については、上記の表の報 

    酬額に 2,000 円を加算して支給する。 

  ３ その他の特別職 

区 分 報酬額 費用弁償 

産業医 月額  30,600円  

町民相談員 日額  6,000円  

自治体経営会議外部委員 日額  15,000円  

町医 年額 141,400円 日額 30,000円 

町歯科医 日額  7,800円 日額 30,000円 

学校医 内科医 年額  88,900円 日額 22,500円 

 歯科医 年額  82,100円 日額 22,500円 

 眼科医 年額  82,100円 日額 22,500円 

学校薬剤師 年額  44,300円 日額  8,800円 

保育所嘱託医 内科医 年額  88,900円 日額 22,500円 

 歯科医 年額  82,100円 日額 22,500円 

スポーツ推進委員 日額   3,000円（職

務に従事した時間が

３時間を超える場合

は、4,000円） 

 

農地利用最適化推進委員 年額 156,000円  

いじめ問題調査専門委員 日額  20,000円  

 （選挙長等の費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 選挙長等の費用弁償に関する条例（平成１０年宮代町条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

  題名中「費用弁償」を「報酬及び費用弁償」に改める。 

  第１条見出し中「費用弁償」を「報酬」に改める。 

  第１条第１項中「職務のために要する費用」を「職務に対する報酬」に、「次
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の区分によりこれを弁償する」を「次の区分に応じ、当該区分に定める額を支給

する」に改め、同条第２項中「職務のために要する費用」を「職務に対し支給す

る報酬の額」に、「次の区分によりこれを弁償する」を「次の区分に応じ、当該

区分に定める額とする」に改める。 

  第２条を次のように改める。 

  （選挙長等の費用弁償） 

第２条 選挙長等が職務のために旅行したときは、費用弁償として宮代町職員等

の旅費に関する条例（昭和４４年宮代町条例第１０号）の規定により６級の職

務にある者に支給する旅費の額に相当する額を一般職の職員の旅費支給の例に

より支給する。 

 （宮代町消防団条例の一部改正） 

第３条 宮代町消防団条例（平成２３年宮代町条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  第８条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

 ２ 前項に規定するもののほか、団員が会議に出席したときは、手当として日額

２，０００円を支給する。 

  第９条見出し中「等」を削り、同条第１項中「、旅費として」を「、費用弁償

として」に、「５級」を「６級」に改め、同条第２項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３７号 

 

   宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 こども家庭庁の放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、宮代町放課後児童健全

育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 
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   宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

宮代町条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「この条例の施行の日から令和２年３月３１日までの間」を「当分

の間」に、「令和２年３月３１日までに」を「その者の研修計画を定めた上で、放

課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から２年以内に当該研修

を」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第３８号 

 

   宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例について 

 

 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改

正に伴い、宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出するものである。 
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   宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平

成２６年宮代町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



２６ 

議案第３９号 

 

   久喜宮代衛生組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更並びに財産

処分について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項及び第２８９条の規定に

より、令和６年３月３１日をもって久喜宮代衛生組合の共同処理する事務のうち、し

尿に関する事務及び塵芥（粗大ごみを除く）の収集運搬に関する事務を廃止し、同組

合の規約変更並びに財産処分について別紙のとおり定めることについて議決を求める。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 久喜宮代衛生組合が共同処理する事務のうち、し尿に関する事務及び塵芥（粗大ご

みを除く）の収集運搬に関する事務を廃止し、同組合の規約変更並びに財産処分につ

いて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 



２７ 

別紙１ 

 

久喜宮代衛生組合規約の一部を変更する規約 

久喜宮代衛生組合規約（昭和３６年指令地第１７１４号）の一部を次のように変

更する。 

第３条第１項中第１号を削り、同項第２号中「塵芥」の次に「の処理」を加え、

同号を同項第１号とし、同項に次の１号を加える。 

 (2) 塵芥（粗大ごみに限る）の収集運搬に関する事務 

第３条第２項を削る。 

 本則に次の１条を加える。 

  （事務の承継等） 

 第１５条 組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の調製、審査及び認定につい

ては組合市町の協議により別途定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までに久喜宮代清掃センターに搬入されたし尿に関する事

務については、なお従前の例による。 

 



２８ 

別紙２ 

 

久喜宮代衛生組合の財産処分を次のとおり定める。 

１ 久喜市に無償譲渡する財産 

建物 
その他 

 名称 所在地 床面積 構造 

１ 八甫清掃センター

し尿処理施設 

（し尿処理棟） 

久喜市八甫 

２５２５番

地 

2,410.63㎡ 

鉄筋コンク

リート造２

階建 

付属する設

備及び物品

一式を含む 

２ 八甫清掃センター

し尿処理施設 

（倉庫） 

久喜市八甫 

２５２５番

地 

8.40㎡ 
鉄骨造平屋

建 
 

 

 

 



２９ 

議案第４０号 

 

   北本地区衛生組合への加入及び財産処分について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項及び第２８９条の規定に

より、し尿の処理に関する事務を共同処理するため、令和６年４月１日から北本地区

衛生組合に宮代町が加入すること及び財産処分について別紙のとおり定めることに

ついて議決を求める。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 北本地区衛生組合に宮代町が加入すること及び財産処分について協議したいので、

地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するものである。 

 



３０ 

別紙１ 

 

北本地区衛生組合規約 

                         昭 和 ３ ９ 年 ７ 月 ７ 日 

                       埼玉県指令３９地第４，１８６号 

   第１章 総則 

（名称） 

第１条 この組合は、北本地区衛生組合（以下「組合」という。）という。 

 （組織） 

第２条 組合は、鴻巣市、北本市、吉見町及び宮代町（以下「組合市町」という。）をも

って組織する。 

 （共同処理する事務） 

第３条 組合は、組合市町のし尿の処理に関する事務を共同処理する。 

 （事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、北本市朝日１丁目２００番地に置く。 

   第２章 議会 

 （議員の定数及び選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合の議員」という。）の定数は、１８人とし、その

選出区分は、次のとおりとする。 

  鴻巣市 ７人 

  北本市 ５人 

  吉見町 ３人 

  宮代町 ３人 

２ 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちからそれぞれ

選挙する。 

 （任期及び失職） 

第６条 組合の議員の任期は、それぞれの組合市町の議会の議員の任期とする。 

２ 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。 

 （補欠選挙） 

第７条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。 

   第３章 執行機関 

 （設置及び選任の方法） 

第８条 組合に管理者及び副管理者３人を置く。 

２ 管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により、組合市町の長のうちからこれを

定める。 

 （任期） 

第９条 管理者及び副管理者の任期は組合市町の長の職にある期間とする。 

 （職務権限） 



３１ 

第１０条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し、及び執行する。 

２ 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （職員） 

第１１条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。 

２ 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。 

 （監査委員） 

第１２条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合議会の議員の

うちからそれぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、組

合の議員のうちから選任される者にあっては、その議員の任期による。 

   第４章 経費及び補則 

 （経費） 

第１３条 組合の経費は、組合の事業（財産）より生ずる収入及びその他の収入をもって

これに充て、なお不足すると認められるときは次の割合をもって組合市町が負担する。 

  人口割 １０％ 

  処理量割 ９０％ 

２ 前項の人口は、当該年度の初日の属する年の１月１日現在の住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）により住民基本台帳に記録されている者の数とし、処理量は、当該

年度の前年の１月１日から１２月末日までに組合が処理したし尿の量とする。 

 （地方自治法の準用） 

第１４条 この規約に指定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）中、市に関する規定を準用する。 

   附 則 

１ この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

２ 第３条中、し尿及びごみの収集処理については、当分の間組合市町が実施するものと

する。 

３ 昭和３９年度及び昭和４０年度に限り、第１３条第１項の経費は、同条同項の規定に

かかわらず、次の割合をもって組合市町村が負担する。 

  鴻巣市 ４３％ 

  北足立郡北本町 ２２％ 

  北足立郡吹上町 １９％ 

  南埼玉郡菖蒲町 １２％ 

  北埼玉郡川里村 ４％ 

４ し尿処理施設の建設に係る経費については、平成５年度、平成６年度及び平成７年度

に限り、第１３条第１項の規定にかかわらず、次の割合をもって、組合市町村が負担す

る。 



３２ 

  均等割 ５％ 

  人口割 ５％ 

  処理量割 ９０％ 

   附 則（昭和４３年指令地第１６９号） 

１ この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

２ 昭和４３年度に限り、第１３条第２項の処理量の規定は、同条同項の規定にかかわら

ず、当該年度の前年の８月１日から１２月末日までに組合が処理したし尿及びごみの量

とする。 

   附 則（昭和４４年指令地第３０５号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和４４年指令地第２２６５号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和４７年指令地第１２９９号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和５１年指令地第５９６号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（昭和６１年指令地第１７３６号） 

１ この規約は、昭和６１年４月１日から適用する。 

２ 昭和６１年度に限り、第１３条第１項の規定は、同条同項の規定にかかわらず、次の

割合をもって組合市町村が負担する。 

  人口割 ２０％ 

  処理量割 ８０％ 

   附 則（昭和６２年指令地第１３７６号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成４年指令地第１８２４号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成５年北衛発第２６号届出） 

 この規約は、組合市町村の協議の成立した日から施行する。 

   附 則（平成１３年指令まち第４００４号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成１３年指令まち第４００６号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成１７年指令分権第９８号） 

 この規約は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年指令分権第１４２号） 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

   附 則（平成１９年指令市第２２５０号） 

 （施行期日） 



３３ 

１ この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に在職する組合の議員は、変更後の北本地区衛生組合規約（以

下「変更後の規約」という。）第５条第１項の規定にかかわらず、その任期が満了する

までの間、引き続き組合議員として在任するものとする。この場合において、組合議員

の定数は、その時点における組合議員の合計数とする。 

３ 前項の場合において、組合の議員が欠けたとき、規約第７条の規定は適用しないもの

とする。ただし、変更後の規約第５条第１項の規定する組合市町の選出区分による人数

を下回る場合は、この限りでない。 

   附 則（平成２２年指令市第２０４５号） 

 この規約は、平成２２年３月２３日から施行する。 

   附 則（平成２４年北衛発第７３号届出） 

 この規約は、住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７号）の施行

の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項及び第３項の規定

は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

 （事務の承継） 

２ 変更前の第３条に規定する事務の承継については、鴻巣市、北本市、久喜市、吉見町

及び宮代町の協議により別途定める。 

 （経費） 

３ 令和６年度及び令和７年度に限り、第１３条第１項の規定により負担する経費につい

ては、変更前の組合市町及び宮代町の協議により別途定める。 

 



３４ 

別紙２ 

 

北本地区衛生組合の規約の変更に伴う財産処分について 

 

 規約変更前の組合におけるすべての財産は、規約変更後の組合が承継するものとする。 

 なお、精算が必要となる場合においては、事務の承継の例によるものとする。 

 



３５ 

議案第４１号 

 

   副町長の選任につき同意を求めることについて 

 

 次の者を副町長に選任することについて同意を求める。 

１ 住 所                    

２ 氏 名  渋 谷 龍 弘 

３ 生 年 月 日             

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和５年１０月１日から渋谷龍弘氏を副町長に選任したいので、地方自治法第

１６２条の規定により、この案を提出するものである。 

 



３６ 

議案第４２号 

 

   宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                     

２ 氏  名  関 根 武 男 

３ 生年月日            

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 新たに関根武男氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３７ 

議案第４３号 

 

   令和５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）について 

 

 令和５年度宮代町一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 前年度決算に伴う繰越金の確定並びに決算剰余金の積立のほか、普通交付税の

確定、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等に係る人件費補正、国民健

康保険特別会計への繰出金等、令和５年度宮代町一般会計予算に６億６，９２４万

１，０００円を追加し、総額を１２６億３，０８３万８，０００円とすることにつ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



３８ 

議案第４４号 

 

   令和５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出

する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 国民健康保険税の本算定、人件費補正及び国民健康保険事業費納付金の確定に伴

う一般会計繰入金の補正並びに前年度決算剰余金の精算等に伴い、令和５年度宮代

町国民健康保険特別会計予算に１，７９６万２,０００円を追加し、総額を３４億

２，０２９万１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。 

 



３９ 

議案第４５号 

 

   令和５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 人件費補正、前年度繰越金の確定及び国県負担金の精算等に伴い、令和５年度宮

代町介護保険特別会計予算に１億４，６１１万６，０００円を追加し、総額を３４億

２，４８６万１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定

により、この案を提出するものである。 



４０ 

議案第４６号 

 

   令和５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 人件費補正及び前年度決算剰余金の精算等に伴い、令和５年度宮代町後期高齢者医

療特別会計予算に８３０万円を追加し、総額を６億５，１９８万２，０００円とする

ことについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するもので

ある。 



４１ 

議案第４７号 

 

   令和５年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 人件費補正及び共済組合負担金率の確定等に伴い、令和５年度宮代町水道事業会計

予算の第３条予算については、収益的収入を２１万６，０００円追加し、収益的支

出を２０万円減額することについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。 



４２ 

議案第４８号 

 

   令和５年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年８月３１日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 人件費補正及び管きょ費の追加に伴い、令和５年度宮代町下水道事業会計予算の第

３条予算については、収益的収入及び収益的支出を３６万７，０００円追加するとと

もに、令和４年度決算の確定及び建設改良費の追加に伴い、第４条予算については、

資本的収入を２，７４１万円減額し、資本的支出を１，６５０万円追加することにつ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 


